
 

 

議案第４２号 

 

令和３年度 天理市一般会計補正予算（第１２号） 

 

 令和３年度天理市の一般会計補正予算（第１２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４８０，９３３千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２９，８１０，４１３千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加及び変更は、「第２表債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表地方債補正」による。 

 

  令和３年12月１日提出 

 

天理市長    並 河  健    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 5,775,653 212,604 5,988,257

1 地方交付税 5,775,653 212,604 5,988,257

15 5,745,187 259,300 6,004,487

1 国庫負担金 3,627,861 210,311 3,838,172

2 国庫補助金 2,064,131 48,989 2,113,120

16 2,216,320 64,350 2,280,670

1 県負担金 1,338,501 51,958 1,390,459

2 県補助金 776,870 12,392 789,262

19 941,363 1,935 943,298

1 基金繰入金 909,929 258 910,187

2 特別会計繰入金 31,434 1,677 33,111

20 229,526 67,419 296,945

1 繰越金 229,526 67,419 296,945

21 472,839 19,226 492,065

5 雑入 287,725 19,226 306,951

22 4,046,700 △143,901 3,902,799

1 市債 4,046,700 △143,901 3,902,799

29,329,480 480,933 29,810,413

市債

歳　　入　　合　　計
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地方交付税

国庫支出金

県支出金

繰入金

繰越金

諸収入

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円



1 238,026 △7,387 230,639

1 議会費 238,026 △7,387 230,639

2 3,091,561 72,557 3,164,118

1 総務管理費 2,415,219 85,131 2,500,350

2 徴税費 277,199 △15,085 262,114

3 戸籍住民基本台帳費 259,370 2,423 261,793

4 選挙費 105,111 88 105,199

3 11,520,234 331,816 11,852,050

1 社会福祉費 5,082,717 274,967 5,357,684

2 児童福祉費 5,178,231 59,237 5,237,468

3 生活保護費 1,258,835 △2,388 1,256,447

4 2,259,996 147,627 2,407,623

1 保健衛生費 1,052,820 154,804 1,207,624

2 清掃費 1,207,176 △7,177 1,199,999

5 47,606 519 48,125

1 労働諸費 47,606 519 48,125

6 359,562 1,089 360,651

1 農業費 325,444 763 326,207

2 林業費 34,118 326 34,444

7 816,026 △9,925 806,101

1 商工費 816,026 △9,925 806,101

8 2,328,634 △4,423 2,324,211

1 土木管理費 103,575 18,784 122,359

2 道路橋りょう費 288,173 △10,961 277,212

4 都市計画費 1,820,595 △11,373 1,809,222

5 住宅費 90,490 △873 89,617

商工費

土木費
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議会費

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林費

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円



10 5,058,756 △50,940 5,007,816

1 教育総務費 494,588 4,002 498,590

2 小学校費 481,733 △3,259 478,474

3 中学校費 2,739,821 △7,719 2,732,102

4 幼稚園費 1,003,213 △27,432 975,781

5 社会教育費 339,401 △16,532 322,869

29,329,480 480,933 29,810,413

教育費

歳　　出　　合　　計
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 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

款 計



第２表　債務負担行為

追加

事　　　　　　項

千円

変更

期　　　　間 限　度　額 期　　　　間 限　度　額

千円 千円

期　　　　間 限　度　額

６４，３９２　令和４年度から令和６年度まで

１７，０７０
令和４年度から
令和５年度まで

６，８２８

変　更　前 変　更　後

前栽こども園給食調理業務委託

事　　　　　　項

柳 本 駅 舎 管 理 事 業
令和４年度から
令和８年度まで
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第３表　地方債補正

１　追加
起債の目的

千円

河 川 整 備 事 業

計

２　変更

限度額
起債の
方法

利率 償還の方法 限度額
起債の
方法

利率 償還の方法

千円 千円

道 路 整 備 事 業

都市計画街路事業

都市計画公園事業

臨時財政対策債

 計 1,194,000 1,040,499

起債の目的

補　正　前 補　正　後

限度額 起債の方法 利率 償還の方法

証書借り入れ又は証券発行

9,600

年 5.0％以内
（ただし、利率見直し
方式で借り入れる場合
について、利率の見直
しを行った後において
は、当該見直し後の利

率）

証書借
り入れ
又は証
券発行

政府資金についてはその融資条
件により、銀行その他の場合には
その債権者と協定するものとす
る。ただし、市財政の都合により
据置期間及び償還期限を短縮
し、又は繰上償還もしくは低利に

借換えすることができる。

9,600

13,500 0

14,800 年 5.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
場合につい

て、利率の見
直しを行った
後において

は、当該見直
し後の利率）

政府資金につい
てはその融資条
件により、銀行
その他の場合に
はその債権者と
協定するものと
する。ただし、
市財政の都合に
より据置期間及
び償還期限を短
縮し、又は繰上
償還もしくは低
利に借換えする
ことができる。

53,200

1,112,500

50,600

961,599

28,300

証書借
り入れ
又は証
券発行

年 5.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
場合につい

て、利率の見
直しを行った
後において

は、当該見直
し後の利率）

政府資金につい
てはその融資条
件により、銀行
その他の場合に
はその債権者と
協定するものと
する。ただし、
市財政の都合に
より据置期間及
び償還期限を短
縮し、又は繰上
償還もしくは低
利に借換えする
ことができる。
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